
政府の包括的経済連携基本方針に関する要望意見書 
 

北海道農業は、開拓入植以来これまで、先人のたゆまぬ努力と英知により、国の政策

目標に沿った構造改革を着実に推進してきたところでありますが、今日のＷＴＯ・ＥＰ

Ａ交渉による国際化の進展、国際的な食料需給のひっ迫や価格の不安定化、肥料や飼料

をはじめとする生産資材価格の高止まりなどにより、農業・農村を取り巻く状況は大き

く変化し、主業的な農業経営の持続的発展が懸念される状況にあります。 

そのような中、政府は１１月９日、ＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）で「関係

国との協議を開始する」との文言を盛り込んだ「包括的経済連携に関する基本方針」を

閣議決定しました。ＴＰＰは関税を原則１００％撤廃するものであり、農水省の試算で

はこれが実現すると食料自給率は１４％に落ち込み、国内農業のみならず関連産業のＧ

ＤＰは約８兆円の喪失となり壊滅的な打撃を受けることとなります。 

 したがって、我々は、わが国の食料安全保障と両立できないＴＰＰ交渉への参加に反

対であり、断じて認めることはできないものと考え、「包括的経済連携に関する基本方

針」に基づく経済連携強化に向けた具体的な取組に当たっては、これまで同様、わが国

の食料安定供給への重要な役割を担う使命感に立ち、北海道農業が持つ潜在能力をフル

に発揮し、持続可能な北海道農業の確立を図るべきと考えます。 

よって、政府においては、次の事項について実現が図られるよう強く要望します。 

 

記 

 

１ 国際貿易交渉に当たっては、「多様な農業の共存」を基本理念として、農業・農村 

 の多面的機能の発揮や食料安全保障の確保を図るなど、日本提案の実現を目指すとい 

 うこれまでの基本方針を堅持し、ＴＰＰ交渉の不参加を含め、食の安全の確保、食料 

 自給率の向上、農業の多面的機能の発揮、国内農業・農村の振興を損なわないよう対 

 応すること。 

２ 包括的経済連携協定においては、食料・農業・農村政策を重要な国家戦略として位 

 置付けている食料・農業・農村基本計画の趣旨を踏まえ、米や小麦、でん粉、砂糖、 

 牛肉、乳製品等の重要品目を関税撤廃の対象から除外し、適切な国境措置を確保する 

 こと。 

 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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